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上田市公文書館だより/第 41 号 
■公文書館から 

 

◆ 新生上田市が誕生して 20年となりました 
 

令和 8年 3月 6日で、新生上田市が誕生して 20年となりました。 

そこで、公文書館が収蔵する合併関係資料について御紹介します。 

〇 合併協定書 (写し) 

  合併協定書は、それまで 4市町村で協議確認した内容を市町村間の約束事項として取り

交わすものです。平成 17年 2月 18日、合併協議会事務所で合併協定調印式が開催され、

市町村長が 22項目の内容をまとめた「合併協定書」に調印をしました。この調印を受け、

各市町村議会で市町村合併関連議案が提案・議決され、4市町村の合併意思が決定、合併に

向けた準備が進められました。 

〇 市章の選定 (「合併協議会だより」から) 

  新生上田市の市章は、全国から応募いただいた 1,443点について、

各市町村で行われた「私が選ぶ新生上田市市章展」における投票結果、

そして市章選定委員会における審査により、2点が最優秀作品に選ば

れ、合作によりデザインされました。デザインコンセプトは、背景の

四葉のクローバーが旧 4 市町村の調和した統合を、桜の花は元気で

前向きに歩む上田市民の姿を、中央にはアレンジされた真田六文銭を

イメージし、全体で新生上田市の自然と活気あふれる未来への発展を

表現しています。 (浅野)   

■公文書館の催し  
 

 第 23回公文書館所蔵資料企画展  

明治 25年丸子村「丸子尋常小学校関係文書」、大正 7年上田町「教育に関する件文書」など 

～明治から昭和の公文書にみる上田市の歴史～ 

■期間 3月 7日（土）～6月 7日(日)  ■会場 公文書館 1階ホール  ■観覧 無料  

■内 容 上田市公文書館所蔵の原本資料 9点、関係写真 18点、計 27点を展示。 

 第 18回公文書館講座のお知らせ  

「第 23回公文書館所蔵資料企画展」資料を用い、分かりやすく解説する講座です。 

■日時 令和 8年 5月 9日(土) 午後 1時 30分～3時  ■会場 公文書館 2階閲覧室 

■講師 倉澤 正幸(上田市公文書館専門事務員)    ■参加料 無料  ■定員 先着 20名 

■申込 令和 8年 5月 8日(金)までに上田市公文書館へ電話で 
 

■公文書館のご案内 開館時間：午前 9時～午後 5時（最終入館は午後 4時 30分までに） 
 

 
□住所・電話 

〒386-0413長野県上田市東内 2564-1 

℡0268(75)6682 Fax0268(75)6683 

□メール 

kobunshokan@city.ueda.nagano.jp 

□ホームページ ＨＰリンク 

https://www.city.ueda. 

nagano.jp/site/kobunshokan/ 
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合併協定書署名 
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■公文書館所蔵資料の紹介 
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■公文書館の利用について ※公文書館は入場無料、郷土博物館展示室は有料（大人 100円） 

 

 

 

 

 資料の検索：目録検索システムをご利用ください。また、お電話等で

も資料の有無などについて、お気軽にご相談ください。 

 閲覧の申込：所定用紙でお申込みください。メール、ファックスでも

お申込みできます。一度に閲覧できる点数は「５点」までです。 

 資料の閲覧：個人情報の審査終了後、閲覧の可否を連絡します。館

外貸出しは行いませんので、館内閲覧室でご覧ください。 
 

◎審査にお時間をいただく場合があります。また、個人情報を含む資料は閲覧

できない場合があります。 

◎目録検索システム、閲覧申込書は、公文書館ホームページをご覧ください。 
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「苗木下付申請ノ件文書」 

    当   九年                   「明治の傍陽村部分林」市立博物館所蔵 

 

(上田市立博士  

)上田市誌 近現代編(3)より」 

 

への」より」  


